
4

平成19年８月号�

5

■制度のしくみ�

■被保険者になる方�

■保険給付は、老人保健と変わりありません。�

　75歳以上の人（75歳の誕生日から）�
　65歳以上74歳以下の方で一定の障がいを有する人（広域連合の認定を受けた日から）�

●高額療養費が給付されます。�
　　ひと月の医療費が高額となった場合には、市町村の担当窓口へ申請して認められると限度額を超えた分が払い戻
　されます。�
●新しく高額介護合算療養費が給付されます。�
　　後期高齢者医療制度及び介護保険の自己負担額の合算額が高額になり、あらたに設けられる限度額を超えた場合
　には、申請により限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。�

被保険者証提示�
医療費の一部負担�

75歳以上の�
後期高齢者�

市町村�
・窓口業務�
・保険料徴収�

広域連合�
・被保険者証交付�
・医療費給付�
・財政運営�

医療機関�

診　　療�

高額療養費�
等の給付�

情報提供・保険料納付�

被保険者証交付�

医療機関などの�
窓口負担割合�

■保険料は、被保険者全員が納めます。�

●広域連合内では、保険料率は原則として均一です。�

●健康保険組合などの被扶養者で保険料を負担していなかった人も納付します。�

●保険料の納め方�

　　年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、年金から保険料が天引きされます。�

　　それ以外の場合は、口座振替や納付書により市町村に納めます。�

被保険者の保険料は、医療給付費�
（医療費から窓口負担分を除いた額）の約１割です。�

※一人に１枚の被保険者�
証が交付されます。�

※保険料率や所得の低い人に対する均等割額の軽減措置等は、今後決定されます。�

平成20年３月31日まで� 平成20年４月１日から�

詳しい内容のお問い合わせは……�

福島県後期高齢者医療広域連合……�〒960－8043  福島県福島市中町8－2福島県自治会館2階�
TEL024－528－9025　FAX024－521－0254�
メールアドレス kouikirengou@fukushima.email.ne.jp�
ホームページ http://fukushima-kouikirengou.lineup.jp/

鏡石町役場  税務町民課  町民グループ  TEL62－2112
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●保険料の決まり方�

後期高齢者医療制度のしくみ�後期高齢者医療制度のしくみ�後期高齢者医療制度のしくみ�
75歳以上の方の医療制度が変わります。�
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独
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取
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子
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し
や
す
い
生
活
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境
の
整

備
に
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り
組
み
ま
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具
体
的
な
成
果
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出
生

数
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を
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り
ま
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出
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を
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成
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に
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年
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ら
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た
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体
的
な
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は
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新
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立
地
や
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存
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の
増
改
築
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導
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、
新
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資
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投
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の
促
進
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図
り
ま
す
。
投
下
目
標
は
、
３
年

間
で
７
０
億
円
で
す
。�
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　老人医療費を中心に国民医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりや
すい制度とするために、75歳以上の高齢者を対象にした後期高齢者医療制度が創設されることになりました。�
　この後期高齢者医療制度の事務と財政運営を市町村と広域連合が連携して行います。�

＋�

福島県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ�
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